
◆�

吉
川
市
手
数
料
条
例
の
特
例
に

関
す
る
条
例

　

住
民
票
の
写
し
や
各
種
証
明
書

の
取
得
が
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
交
付

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
促
進
及
び
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
さ
ら
な
る
普

及
を
図
る
た
め
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
手
数
料
を
一
定

期
間
減
額
す
る
も
の
で
す
。
手
数

料
は
証
明
書
等
１
件
ま
た
は
１
通

に
つ
き
一
律
１
０
０
円
で
、
実
施

期
間
は
令
和
５
年
１
月
27
日
か
ら

令
和
６
年
３
月
31
日
で
す
。

◆�

吉
川
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
条
例

　

国
の
法
令
改
正
に
伴
い
、
現
行

の
吉
川
市
個
人
情
報
保
護
条
例
を

廃
止
す
る
と
と
も
に
、
個
人
情
報

保
護
法
で
委
任
さ
れ
た
事
項
等
を

規
定
す
る
た
め
、
新
た
に
条
例
を

制
定
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対

し
、
１
名
が
討
論
を
行
い
ま
し
た
。

―　
反　
対　
討　
論　
―

日
本
共
産
党
吉
川
市
議
員
団

雪
田　
き
よ
み　
議
員

　

国
が
全
国
共
通
ル
ー
ル
を
地
方

自
治
体
に
求
め
る
の
は
地
方
自
治

へ
の
侵
害
。
「
個
人
の
権
利
利
益

の
保
護
」
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
情
報
の
紛
失
・
漏

洩
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
国
は

見
解
も
対
策
も
出
し
て
い
な
い
。

◆�

議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び

費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

市
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支

給
月
数
を
０
・
１
カ
月
増
や
す
改

定
を
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対

し
１
名
が
討
論
を
行
い
ま
し
た
。

―　
反　
対　
討　
論　
―

日
本
共
産
党
吉
川
市
議
員
団

遠
藤　
義
法　
議
員

　

保
育
士
で
正
規
職
員
と
同
じ
フ

ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
10
数
名

の
方
を
含
め
、
約
４
０
０
人
の
会

計
年
度
任
用
職
員
は
引
き
上
げ
な

し
で
す
。
市
民
の
厳
し
い
生
活
実

態
を
み
て
も
今
回
の
議
員
の
期
末

手
当
の
改
定
は
妥
当
と
は
言
え
ま

せ
ん
。

◆�

吉
川
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
条
例

　

国
の
法
令
改
正
に
伴
い
、
職
員

の
定
年
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

こ
れ
に
合
わ
せ
て
管
理
監
督
職
勤

務
上
限
年
齢
制
及
び
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
制
の
導
入
等
を
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制

と
は
、
管
理
職
に
就
く
職
員
の
上

限
年
齢
を
従
来
の
定
年
年
齢
で
あ

る
60
歳
と
す
る
も
の
で
す
。
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
と
は
、

60
歳
以
後
に
退
職
し
た
職
員
を
、

本
人
の
希
望
に
応
じ
て
短
時
間
勤

務
で
再
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運

営
を
行
う
指
定
管
理
者
に
つ
い
て
、

指
定
の
期
間
が
令
和
５
年
３
月
31

日
を
も
っ
て
満
了
と
な
る
た
め
、

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
引
き
続

き
特
定
非
営
利
活
動
法
人
た
す
け

あ
い
・
よ
し
か
わ
を
指
定
す
る
も

の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
１
名
が

討
論
を
行
い
ま
し
た
。

―　
賛　
成　
討　
論　
―

日
本
共
産
党
吉
川
市
議
員
団

雪
田　
き
よ
み　
議
員

　

職
員
の
頑
張
り
で
パ
レ
ッ
ト
サ

ロ
ン
等
は
大
変
好
評
と
聞
く
。
一

方
で
接
遇
等
の
課
題
が
あ
り
、
不

満
の
声
が
多
い
の
も
事
実
。
市
が

責
任
を
持
っ
て
職
員
と
話
し
合
い
、

改
善
に
向
け
て
努
力
す
る
こ
と
を

期
待
す
る
。

◆�

工
事
請
負
契
約
の
変
更
契
約
の

締
結
に
つ
い
て

　

吉
川
美
南
駅
東
口
周
辺
地
区
盛

土
工
事
（
そ
の
12
）
の
請
負
契
約

に
つ
い
て
、
工
事
の
進
捗
の
影
響

に
よ
り
盛
土
箇
所
を
増
工
す
る
と

と
も
に
、
仮
設
農
業
用
水
路
の
撤

去
工
事
及
び
県
道
歩
道
部
分
の
拡

幅
工
事
の
一
部
を
減
工
す
る
こ
と

か
ら
、
請
負
金
額
を
変
更
す
る
も

の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
１
名
が

討
論
を
行
い
ま
し
た
。

―　
反　
対　
討　
論　
―

市
民
の
会
・
無
所
属

齋
藤　
詔
治　
議
員

　

市
に
よ
る
盛
土
工
事
は
地
権
者

と
瑕
疵
な
く
実
施
と
説
明
し
て
い

る
が
、
地
権
者
と
関
係
者
は
一
切

同
意
も
承
諾
も
し
て
い
な
い
。
市

に
対
し
い
つ
承
諾
し
た
の
か
、
交

渉
記
録
書
面
の
提
出
を
求
め
て
い

る
。
不
適
切
な
市
の
対
応
に
反
対
。

◆�
工
事
請
負
契
約
の
変
更
契
約
の

締
結
に
つ
い
て

　

吉
川
美
南
駅
東
口
周
辺
地
区
下

水
道
管
布
設
工
事
（
そ
の
10
）
の

請
負
契
約
に
つ
い
て
、
施
工
方
法

を
変
更
し
安
全
対
策
の
確
保
を
図

る
た
め
、
請
負
金
額
を
変
更
す
る

も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
１
名

が
討
論
を
行
い
ま
し
た
。

―　
反　
対　
討　
論　
―

市
民
の
会
・
無
所
属

齋
藤　
詔
治　
議
員

　

工
事
現
場
は
、
軟
弱
地
盤
と
言

わ
れ
て
い
る
。
地
盤
調
査
が
不
十

分
で
工
事
が
発
注
さ
れ
、
市
は
工

事
を
進
め
な
が
ら
調
査
し
対
応
と

説
明
。
再
調
査
し
、
再
三
に
わ
た

る
変
更
契
約
の
な
い
設
計
図
に
基

づ
く
工
事
の
実
施
を
求
め
反
対
。

◆�

公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ

い
て

　

公
平
委
員
会
委
員
の
髙
鹿
幸
一

氏
が
令
和
４
年
12
月
16
日
を
も
っ

て
任
期
満
了
と
な
る
た
め
、
そ
の

後
任
者
と
し
て
関
根
勇
氏
を
選
任

す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を
求
め

る
も
の
で
す
。

主
な
議
案
の
あ
ら
ま
し

人
事
案
件

3


